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一般財団法人白石庵敬神会助成金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 一般財団法人白石庵敬神会（以下、「当財団」という。）が行う定款第 4条第 1号

及び第 2号に定める助成事業に係る助成金及び寄附金の交付は、本要綱の規定に従って行

う。 

 

（目的）  

第２条 この事業は、隣人愛、慈悲の精神、奉仕の精神、経済的若しくは身体的弱者救済な

どのキリスト教の精神に基づき、公益的な教育（倫理・道徳教育を含む）事業、社会福祉

事業及び医療事業を行う事業者に対して助成を行い、より良い社会形成に寄与することを

目的とする。  

  

（助成金の対象団体）  

第３条 当財団に助成金の申請をすることが出来る団体（以下、「申請団体」という。）は、

日本聖公会東北教区及びその関連団体、並びにキリスト教精神に基づいて活動する団体若

しくは仙台市に拠点を置き公益的な活動を行う団体であって、次の各号のいずれにも該当

するものとする。  

（１） 教育事業、社会福祉事業、医療事業又は社会奉仕活動等の公益活動を行うものであ

ること。  

（２） 原則として、1年以上の活動実績があり、かつ当該事業等を継続する意思がある 

  こと。  

（３） 原則として、会則若しくは定款などの定めがあること。  

２ 前項のほか、当財団が助成金を交付することができる団体は、前項に準ずる社会福祉や

地域医療を行う法人、機関及び活動団体等、並びに国際的人道援助活動を行う団体とし、

助成先及び助成額については、次条以降の申請手続きによらず、理事会において審議、決

定する。 

  

（助成金の申請基準等）  

第４条 申請団体により申請をすることが出来る助成金とは、申請団体の事業運営若しくは

施設設備の充実に係るものであることとし、申請基準は以下とする。   

（１） 申請団体の事業運営に係る費用の助成金申請額は、原則として、その費用の 1/4 以

内であること。  

（２） 申請団体の施設設備の充実に係る費用の助成金申請額は、当該団体の財務状況、 

事業の緊急性及び継続性、総予算、事業内容等を総合的に勘案して機関決定するもの

とする。なお、高額の申請及び前年度を上回る申請を企図する際には、あらかじめ当

財団に相談を行うものとする。 

  

（助成金申請書類）  

第５条  申請団体は、原則として以下の書類を代表理事宛に提出するものとする。  

（１） 必要事項を記入押印した当財団所定の申請書  

（２） 申請する事業年度の事業計画書、予算書  

（３） 申請団体の役員会等の責任ある機関において、当財団へ助成を申請することが 

承認された旨、及びその金額の記載がある議事録等の書類  

（４） 申請する事業年度の前年度の事業報告書、計算書類一式  

（５） その他当財団が必要とする書類  
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（申請期限）  
第６条  申請団体は、原則として、申請する事業の属する事業年度の 6月末日までに申請す

ることとする。 ただし、自然災害に起因する復旧に要する費用等、急を要すると判断した

場合にはその限りではない。  

 

 （助成金交付基準等）  

第７条  助成金交付に係る審議は理事会において行う。 

２ 助成金の総額は、毎年度の収入見込み額から当財団の維持管理費用及び既に継続事業と

して実施している第 3条第 2項で規定する助成額等を控除した額を前年度 3月に行われる

予算審議の理事会によって決議する。 

３ 個々の申請団体に対する助成金の交付額は、各申請団体の書類を全て受け取った後の理

事会において以下の基準により審議する。  

（１） 当該事業が当財団の助成の趣旨と合致していること。  

（２） 助成をすることにより申請団体の目的達成の効果が期待できるものであること。  

（３） 当該事業計画が十分に検討・準備されていること。 

 

（理事会審議）  

第８条   理事会は、提出された申請書類について審議し、第 4条及び前条の規定に基づき助

成の可否及び助成金額を決定する。  

２ 助成金の総額を超える助成金額の申請がなされた場合及び第 6条の期限後に発生した事

案については、事務局において十分な調査・確認等を行った上で、改めて理事会において

審議し、決定する。  

３ 理事会は、審議に必要と判断したときは、当該申請団体に対しヒアリング及び追加資料

の提出を求めることができる。  

４ 理事会の決議に際しては、公正性を確保するため、直接利害関係を有する（※注）理事

及び監事を除いて審議する。  

 

※注 直接利害関係者とは、その団体等の代表者またはその団体等から定期的な報酬

を受けている者。  

  

（助成金交付の通知）  

第９条  代表理事は、理事会の審議の結果について、速やかに書面にて該当の申請団体各々

に通知する。  

 

（助成事業の実施報告）  

第１０条  助成金交付を受けた団体は、当該年度の決算承認後、速やかに、助成事業に係わ

る実施報告書として、以下の書類を代表理事宛に提出するものとする。  

（１） 当該年度の事業報告書、計算書類一式  

（２） その他当財団が必要とする書類  

  

（助成金の取消し及び返還）  

第１１条  代表理事は、申請団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金の交付

の取消し、若しくは交付額の変更、又は既に交付した助成金の全額又は一部の返還を求め

ることができる。  

（１） 偽り、その他不正な手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき。  

（２） 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。  

（３） 助成金申請団体の執行方法が不適当と認められたとき。  
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（その他）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は代表理事が理事会の承認を得て別に

定める。  

２ この要綱の改廃は、理事会の決議を経て行う。  

 

 

附 則  

この要綱は、平成 26年 4月 1日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成 27年 11月 11日から改定施行する。  

（平成 27年 11月 11日理事会議決）  

   附 則  

この要綱は、平成 29年 6月 2日から改定施行する。  

（平成 29年 6月 2日理事会議決）  

   附 則  

この要綱は、2022年 9月 8日から改定施行する。  

（2022年 9月 8日理事会議決）  
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